
2025/26年度の事業所得税申告の開始

内国歳入局（以下、「IRD」）は、2026年4月1日付で納税者宛てに2025/26年度の事業所得税申告書を発行しました。

このタックスアラートでは、2025/26年度の事業所得税申告書の提出期限やIRDへの課税所得の通知についてご案内い
たします。

パート4AA対象事業体1 である旨を2026年3月までに、書面にてIRDへ通知した納税者については、2025/26課税年度以降、
事業所得税申告書を電子提出することが義務付けられ、税務上の欠損が生じたMコードの場合を除き、申告書の提出期限が
自動的に1カ月延長されます。

また、納税者は、新たな事業税納税者ポータル（以下、「BTP」）においてビジネスアカウントを早期に開設し、BTPビジネスアカ
ウントを通じてIRDからの通知を受け取ることが推奨されています。2025/26年度の事業所得税申告書の電子申告、および
パート4AA対象事業体によるトップアップ税申告の提出は、全てBTPビジネスアカウントを通じて行う必要があります（または
税務代理人を通じて税務代理人ポータル〈以下、「TRP」 〉から提出することも可能です）。

BTPビジネスアカウントの開設手続き、事業所得税申告書の提出、および別表に関してご不明な点がございましたら、
ご担当の税務専門家までご連絡ください。
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1  「パート4AA対象事業体」とは、多国籍企業グループ（以下、「MNEグループ」）に関して、以下のいずれかに該当する事業体を指します。

a) MNEグループの香港所在構成事業体

b) MNEグループの香港所在の独立合弁事業

c) MNEグループの合弁事業グループの香港所在構成事業体

d) MNEグループのパート4AA無国籍構成事業体
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2025/26年度の事業所得税申告の提出期限

2026年4月1日に IRDから事業所得税申告書（法人：BIR 51、法人以外：BIR 52）が発行され、2026年3月31日に
終了する課税年度（2025/26年度）の申告が開始されます。

通常、申告書の提出期限は発行日から1カ月以内ですが、税務専門家が税務申告を代行する場合、提出期限を延長できる
制度（block extension scheme）が長期にわたり採用されています。2025/26年度の当該制度における延長後の
提出期限は、以下の通りです。

納税者の決算期末 延長後の提出期限

2025年4月1日～2025年11月30日
（会計期間コード ”N”） 延長なし – 2026年5月4日（月曜日）

2025年12月1日～2025年12月31日
（会計期間コード ”D”） 2026年8月17日（月曜日）

2026年1月1日～2026年3月31日– 課税所得がある場合
（会計期間コード ”M”） 2026年11月16日（月曜日）

2026年1月1日～2026年3月31日– 欠損が生じた場合
（会計期間コード ”M”） 2027年2月1日（月曜日）

2025/26年度の事業所得税申告では、電子申告を採用することにより提出期限がさらに1カ月延長となる

パート4AA対象事業者は、別表を含む事業所得税申告、税額計算書および監査済財務諸表などのその他の関連書類を、
全て電子提出することが義務付けられています（すなわち、他の納税者に認められている準電子申告は適用されません）。

2025/26年度の事業所得税申告の電子提出については、さらに1カ月の提出期限延長が認められます。2026年3月までに
パート4AA対象事業体に該当する旨をIRDに書面にて通知している場合には、当該延長は自動的に適用されます。

ただし、2026年3月までにその旨をIRDに通知しておらず、引き続き2025/26年度の事業所得税申告を紙の様式により受領し
ているパート4AA対象事業体については、当該追加延長を申請する必要があります。

ただし、パート4AA対象事業体は、以下のいずれかの状況または条件に該当する場合には、特定の課税年度について、
事業所得税申告書を紙にて提出することが認められています。

1) 会社法（清算および雑則）（Cap. 32）に基づく清算手続中である場合、または会社法（Cap. 622）に基づく合併手続中であ
る場合

2) 当該事業体について商業登記簿上の記録がない場合

3) 当該事業体が、会社登記所または商業登記事務所に対し、事業終了日を通知している場合

4) 事業所得税申告書に添付して提出する当該事業体の財務諸表の会計期間が12カ月を超える場合

5) 2025/26年度の事業所得税申告書が2026年3月31日以前に発行される場合

6) 当該提出が、以前に電子提出されたものの、その後無効であることが判明した事業所得税申告書の再提出である場合

IRDは、パート4AA対象事業体に該当しない納税者による自主的な電子申告（準電子申告を含む）を促進するため、
納税者が税務申告を税務専門家に依頼し、BTPを通じて2025/26年度の事業所得税申告を電子提出する場合、本来の
提出期限の少なくとも7営業日前までに申請を行うことにより、提出期限をさらに1カ月延長します。

この1カ月の追加延長は、上記延長後の提出期限、または通常の申告書の提出期限、そのいずれか遅い日の直後の
日から起算されます。

ただし、会計期間コード”M”に該当し、欠損が生じた場合については、電子申告を採用したとしても、上記延長後の提出期限で
ある2027年2月1日からさらに延長とはならないことに留意する必要があります。

事業所得税申告書が発行されておらず、課税所得が発生した場合の通知

事業所得税申告書が発行されていなくとも、課税年度において課税所得（繰越欠損金相殺前）が発生している場合、納税者は
その旨をIRDへ通知する必要があります。当該通知は、当該課税年度の末日から4カ月以内に内国歳入局長官（CIR）へ書面
で提出する必要があります。
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納税者の課税年度は会計上の決算日に基づいて決定されるため、上記の通知期限もそれぞれ異なります。例えば、決算日が
2025年12月31日の会社は2026年4月30日までに、決算日が2026年3月31日の会社は2026年7月31日までに、
2025/26年度における課税所得の通知をIRDへ行う必要があります（すなわち、決算日から4カ月以内）。

合理的な理由なく、定められた期限内にIRDへ通知しなかった場合、最大で1万香港ドルおよび未申告税額の3倍を上限とした
罰金が科される可能性があります。

しかし、納税者が毎年税務申告を行っており、当期も通常通り申告書が発行されると予想される場合は、IRDへ当該通知を行う
必要はありません。逆に、課税所得を有する納税者が、IRDから申告書を毎年発行しない旨の通知を事前に受けている場合や、
納税者が事業を最近開始した場合は、定められた期限内でIRDに当該通知を行う必要があります。

別表について、電子提出が必要

紙による申告か電子による申告かにかかわらず、申告に必要な別表（S1～S22）は電子提出することが必要です。

別表を提出する必要がある場合、IRDのウェブサイト（www.ird.gov.hk/e_pfr）から該当するフォームをダウンロードして記入
する必要があります。記入済みのフォームをXMLファイルにエクスポートし、BTPまたはTRPの電子提出サービスを通じて当該
XMLファイルをアップロードして提出する必要があります。

納税者は、事業所得税申告書を紙提出する場合、アップロードしたXMLファイルの詳細およびBTPまたはTRPにより生成され
たQRコードを記載したコントロールリスト（IR1477）を印刷し、紙の申告書とともに提出する必要があります。なお、当該紙の
コントロールリストには、申告書と同一の署名者が署名する必要があります。

BIR 51の項目9.1～9.22およびBIR52の項目9.1～9.10は、eTAXを介してアップロードされる関連する別表（BIR51の
場合はS1～S22、BIR52の場合はS1～S5、S15およびS19～S22）を示しています。

BTPビジネスアカウントによる登録・通知について

納税者は、新設のBTPにおいてビジネスアカウントを早期に開設し、IRDからの通知を同アカウントを通じて受領するこ
とが推奨されます。2025/26年度の事業所得税申告書の電子申告や、パート4AA対象事業体によるトップアップ税の
通知および申告の提出も、BTPビジネスアカウントを通じて行う必要があります（または、税務代理人がTRPを通じて提出する
ことも可能です）。

IRDは、パート4AA対象事業体に該当する納税者に対し、延長が認められない限り、通知日から2カ月以内に、BTPを通じて
2025/26年度の事業所得税申告書を電子提出するよう求める書面通知を発行します。当該書面通知は、納税者のBTPビジ
ネスアカウントを通じて電子的に発行されますが、ビジネスアカウント未登録である場合には、紙の様式により発行されます。

パート4AA対象事業体ではない納税者であっても、税務申告書を電子提出する意向を示し、IRDからの通知をBTPビジネスア
カウントを通じて電子的に受け取ることを選択した場合、当該書面通知は、BTPビジネスアカウントのメッセージボックスを
通じて発行されます。これらの納税者に対しては、事業所得税申告書は紙の様式では発行されません。

申告書に含まれる本年度からの新たな追加項目

2025/26年度の事業所得税申告に以下の2つの項目が新たに追加されました。

項目 変更点

3.9および3.9.1 納税者が、申告書の電子提出が義務付けられているパート4AA対象事業体に該当するかどうか、
もしくは所定の状況または条件の下で紙の申告書を提出することが認められるかどうかを示す。

10.20 片務的税額控除の申請に向けて外国税額を記載する。

BTPビジネスアカウントの開設手続き、事業所得税申告書の提出、および別表に関してご不明な点がございましたら、
ご担当の税務専門家までご連絡ください。

http://www.ird.gov.hk/e_pfr
http://www.ird.gov.hk/e_pfr
http://www.ird.gov.hk/e_pfr
http://www.ird.gov.hk/e_pfr
http://www.ird.gov.hk/e_pfr
http://www.ird.gov.hk/e_pfr
http://www.ird.gov.hk/e_pfr
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